
レンタカー事業におけるサポカーの
対応状況について

2021年 2月 4日

テキストボックス
資料３ー１



（参考）レンタカー事業の概要

196,231 
283,438 315,011 326,235 348,409 365,360 406,217 

180,362 

250,683 
282,086 293,845 

311,328 
333,583 

351,104 
6,135 

9,291 

10,294 10,307 
11,079 11,137 

12,031 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

2007 2013 2014 2015 2016 2017 2018

レンタカー事業者数、レンタカー車両数の推移

乗用車 乗用車以外 事業者数
車両数（台） 事業者数

（者）

出典：レンタカー事業者数及び車両数の推移（国土交通省）より

376,593

534,121

698,943
659,737

620,080
597,097

757,321

5両以下; 

6,029 者; 

50.1%

6～10両; 

2,013 者; 16.7%

11～50両; 

2,376 者; 19.7%

51～300両; 

1,067 者; 8.9%

301両以上; 

546 者; 4.5%

車両規模別事業者数【H31.03末】

出典：貸渡実績報告書を下に当協会で編集

6,510 6,338 6,213 6,169 6,095 5,804 
5,367 

24 28 62 81 123 
109 

138 

2,000

4,000

6,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

レンタカーが第 1当事者となる事故件数の推移

日本人 訪日外国人
6,534

6,366
6,275 6,250 6,218

5,913

5,505

出典: 交通事故総合分析センター「交通事故統計年報(人身事故)」を基に、全レ協で編集

○主にインバウンド需要の増加を背景に事業者数、車両数も増加（ただし、新型コロナウイルスの影響で足下で
は減少の見込み）。他方、事業構造としては、５両以下の小規模事業者が大半を占める

○自動車の性能向上等により、自動車事故全体が減少するなかレンタカーの借受人が第1当事者となる事故も減
少。他方、訪日外国人による事故は増加の傾向(ただし死亡事故は少ない)
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レンタカー貸渡時の主な手続きフロー

➢ レンタカー事業者の店舗、
予約サイトまたは旅行代理
店等の予約サイトで予約

※ 約款、料金の同意、車種クラス、借受

開始日時、借受場所、借受期間、返還場
所、運転者、チャイルドシート等のオプ
ションの要否等を明示

※ 予約申込金を申し受ける場合あり

予 約

➢ 運転免許証の確認
※ 貸渡簿、貸渡証に氏名、住所、免許証の種

類番号を記載
※ 借受人と別に運転者がいる場合は運転者

を含む全員分

➢ 携帯電話番号の確認

➢ 使用中の事故等に関する補
償内容の説明

※ NOC(注)(休車損害)、保険適用の範囲・

免責の範囲などの説明
N.O.C.（ノン･オペレーション･チャージ）
事故や故障などにより､修理や清掃が必要
になったとき､修繕期間中の「休業補償」と
して利用者がレンタカー会社に支払う金額

➢ 料金の支払

➢ 借受人に貸渡証を交付

➢ 本人立ち会いのもと車体外
観等のチェック

※ 点検整備済みであること、付属品、キズ、

へこみ具合などを確認

➢ 燃料残量の確認

➢ レンタカー事業者立ち会い
のもと返還車両の確認

※ 忘れ物、キズ、へこみがないか 等

➢ 貸渡証の返還

➢ 料金の精算
※ 延滞、早期帰着、借受期間や返還場

所の変更があった場合等

➢ 清掃・消毒

貸渡し 返 却

○貸渡時のオペレーションは、法令やレンタカー約款に定める所定の手続きを限られた時間内に
処理する必要があり、今以上に顧客対応に時間を割く余裕は各社ともに少ない。借受人も貸渡手
続きに要する時間の短縮を望む傾向にある。
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サポカーの導入状況等について

衝突被害軽減ブレーキ付の車両は、各社とも導入が進んでいる。
ＡＣＣ（オートクルーズコントロール）等は、車種・グレードにより搭載の
有無が異なる。今後、搭載車種が増えてくればそれに比例して導入も拡大と
予測。メーカーからのサポートは受けやすい。

事業者 導入状況 使用方法等の説明状況

メーカー系
Ａ社

・衝突被害軽減ブレーキ付車両はほと
んどの車両に導入済み

・クルーズコントロールについては、グ
レードにより未導入の車両もある

・公式サイト内の車種限定ページで案内

・店頭用に多言語対応の説明用チラシ
を作成

・貸渡時にお客様から質問があった際
はチラシでご案内

メーカー系
Ｂ社

・衝突被害軽減ブレーキ付車両はバン・
トラック以外のほとんどの車両に導入
済み

・クルーズコントロールについては、グ
レードにより未導入の車両もある

・現状、説明は行っていないが、お客様
から問合せがあった場合は対応してい
る

レンタカー大手
（メーカー系）
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メーカー系と同様、衝突被害軽減ブレーキ付の車両は導入が進んでいる。
ＡＣＣ付車両の本格導入は今後。非メーカー系は、導入車種が多岐にわたる
ため、メーカーや車種、年式等に応じた案内が必要となり、使用方法等の説
明はメーカー系事業者よりハードルが高くなる

事業者 導入状況 使用方法等の説明状況

非メーカー系
Ｃ社

・衝突被害軽減ブレーキ付車両はほと
んど（約９割）の車両に導入済み

・クルーズコントロールについては、３
５％程度の導入

・現状、説明は行っていないが、お客様
から問合せがあった場合は対応してい
る

・今後、一部メーカーの協力を得て特定
の車種についてはチラシを用いて説明
することを検討中

非メーカー系
Ｄ社

・衝突被害軽減ブレーキ付車両はほと
んどの車両に導入済み

・クルーズコントロールについては、グ
レードにより装備されていない車両も
ある

・現状、説明は行っていないが、お客様
から問合せがあった場合は対応してい
る

レンタカー大手
（非メーカー系）

サポカーの導入状況等について
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先進安全装備の取扱説明等の取組み事例

５

➢ 公式サイト内
車種を限定した上でサポカーの機能を紹介
(新車導入にあわせて貸出キャンペーンを実施。新型車の公式ページに誘導)

➢ 店頭用
サポカーの機能の説明ツールを用いてお客様にご案内
(貸渡時にお客様から質問があった際にツールを用いてご案内（多言語対応）

出典:トヨタレンタカーHPより

クリック



先進安全装備の取扱説明等の実施事例について

６

サポカーに関するご案内

➢ サポカー（セーフティ・サポートカー）とは、安全運転サポート車の愛称です。衝突被害軽減ブ
レーキを搭載した自動車全般を指します。○○○レンタカーでは「衝突被害軽減ブレーキ」のス
テッカーを車内に貼っております。

➢ 衝突被害軽減ブレーキは衝突被害軽減をサポートする機能で、あくまで運転補助機能です。認識性
能には限界があり、また道路状況や天候等によっては作動しない場合があります。衝突被害軽減ブ
レーキに頼った運転はせず、必ずドライバーが責任を持って運転してください。

本キャンペーンのレンタル車両は、全車両で衝突被害軽減ブ
レーキを搭載

対象期間：
2020年3月30日～2021年3月31日ご出発分まで

安全運転をサポートする車、通称サポカー。衝突被害軽減ブ
レーキを搭載した車両を指定した、安全運転を心掛けるお客さ
まへのキャンペーンです。この機会にぜひご利用ください。

○ サポカー指定プランの例
被害軽減ブレーキ付の車両を指定したレンタカーの貸渡し事例

出典:オリックスレンタカーHP



○ レンタカー事業の生産手段は車両であり、お客様がひとたび事故を起こせば、車両の修理に多大
な費用と期間がかかり、その間車両は稼働できないため、事業者は多大な損失を被る。

○ サポカーに搭載された先進安全装備を適切に利用することによる事故防止は有効。

○ 一方、レンタカー貸渡しに際して、行政通達（運転免許証の確認、貸渡簿の作成、貸渡証の交付
等）やレンタカー貸渡約款等（事故時の補償内容説明、）に基づき、レンタカー事業に特有の手続き
を限られた時間内に処理しなければならないため、お客様との接客時間を今以上に確保すること
は難しい状況。

また、お客様の方でも手続きは早く終え出発したいというご要望は多く、そうした声を受け、レン
タカー事業者としてはオペレーションの短縮化に対するニーズは強い。大手事業者を中心に貸渡
業務の非接触化を検討。

○ また、先進安全装備は年々進化し、メーカー、車種、グレード、また同一車種でも年式によって異
なるため、個々の車種に応じた説明が行われない場合は、ドライバーに誤った情報をインプットし
てしまうリスクもある。

○ このため、特に非メーカー系のレンタカー事業者を中心に、以下の声がよせられた。
・ メーカーで簡単な操作マニュアルを作成し、車両に搭載することはできないか、
・ 先進安全技術を電子マニュアル化し、カーナビなど車載モニターで見られるようにできないか、
・ 先進安全技術の操作方法などは、メーカー毎のばらつきをなくし、統一化を図ることはできな

いか

レンタカーの貸渡時における先進安全装備の説明について

先進安全装備の取扱説明等について
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（参考）レンタカー事業における事故防止の取組み

○ 毎年、最多客時である８月の１ヶ月間を全国統一事故防止キャンペーン期間と定め、加盟レン
タカー事業者の各営業所において、のぼり旗を設置、お客様には「チラシ」を配付するとともに、
「無事故でのお帰りをお待ちしております」の声かけ運動を実施。

８のぼり旗 チラシ マニュアル



（参考）レンタカー事業における事故防止の取組み

○インバウンド需要の増加に伴い、訪日外国人の事故防止の取り組みを実施中

➢ 訪日外国人にレンタカーを安全に利用していただくため多言語対応のドライブ支援アプリを作成

【5カ国語に対応】
英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語、マレー語、タイ語

➢ IATSS(国際交通安全学会)と連携し「訪日外国人
向けの交通ルール案内」動画を作成し、動画サ
イトおよび協会ホームページに掲載

➢ 外国の方が運転していることを示すステッカー
を作成、全国に配付

日本語・英語・
繁体字・韓国語
合計4言語対応

主なコンテンツ

・レンタカーの借り方・返し方

・日本の交通ルール

・駐車について

・雪道走行の注意点

・事故を起こしてしまったとき

・地震や水害時の注意点

・Safety tips 連携

・ドライブコース
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